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長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
逢
坂
誠
二
君
提
出
国
会
議
員
の
政
治
活
動
に
国
家
公
務
員
の
一
般
職
員
が
公
務
と
し
て
参
加
す
る
こ
と
の
是
非

に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
逢
坂
誠
二
君
提
出
国
会
議
員
の
政
治
活
動
に
国
家
公
務
員
の
一
般
職
員
が
公
務
と
し
て
参
加
す
る
こ
と
の

是
非
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
四
ま
で
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
内
閣
の
活
動
で
は
な
い
い
わ
ゆ
る
政
治
活
動
」
、
「
自
主
的
な
判
断
で
個
人
の
立
場
で
出
席
す
る
こ
と
」
、

「
公
務
と
し
て
住
民
と
意
見
交
換
を
す
る
こ
と
」
、
「
公
務
外
の
私
的
な
活
動
と
し
て
住
民
と
意
見
交
換
を
す
る
こ
と
」
等

の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
国
家
公
務
員
法

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
百
二
条
第
一
項
に
お
い
て
は
、
「
職
員
は
、
政
党
又
は
政
治
的
目
的
の
た
め
に
、

寄
附
金
そ
の
他
の
利
益
を
求
め
、
若
し
く
は
受
領
し
、
又
は
何
ら
の
方
法
を
以
て
す
る
を
問
わ
ず
、
こ
れ
ら
の
行
為
に
関
与

し
、
あ
る
い
は
選
挙
権
の
行
使
を
除
く
外
、
人
事
院
規
則
で
定
め
る
政
治
的
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
定
め
ら
れ
て
お

り
、
こ
の
政
治
的
行
為
に
つ
い
て
は
、
人
事
院
規
則
一
四－

七
（
政
治
的
行
為
）
第
六
項
各
号
に
定
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
ま
た
、
同
規
則
第
一
項
に
お
い
て
は
、
同
法
及
び
同
規
則
中
政
治
的
行
為
の
禁
止
又
は
制
限
に
関
す
る
規
定
は
、

同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
者
が
行
う
行
為
を
除
き
、
休
暇
中
の
者
を
も
含
む
全
て
の
一
般
職
に
属
す
る
職
員
（
以
下
「
職

員
」
と
い
う
。
）
に
適
用
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
同
規
則
第
四
項
に
お
い
て
は
、
同
法
又
は
同
規
則
に
よ
っ
て

一



禁
止
又
は
制
限
さ
れ
る
職
員
の
政
治
的
行
為
は
、
同
規
則
第
六
項
第
十
六
号
に
定
め
る
も
の
を
除
い
て
は
、
職
員
が
勤
務
時

間
外
に
お
い
て
行
う
場
合
に
お
い
て
も
、
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
職
員
が
自
身
の

官
職
を
明
ら
か
に
す
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

五
及
び
六
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
意
見
交
換
の
場
へ
の
出
席
に
要
す
る
経
費
」
及
び
「
移
動
や
宿
泊
な
ど
の
経
費
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と

こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
一
般
論
と
し
て
は
、
公
務
の
た
め
旅
行
す

る
職
員
に
対
し
て
は
、
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
十
四
号
）
に
基
づ
き
、
旅
費
を

支
給
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

二


